
平群町教育委員会
令和７年１１月



令和４年 スポーツ庁・文化庁
「中学校部活動の地域移行（地域展開）」

令和6年 奈良県教育委員会通知
「令和８年度から、教員による休日等の学校
部活動の指導を廃止する」

《はじめに》



平群中学校 部活動 性別
令和7年度 所属部員数（名）

２年 １年 合計

運
動
部

野 球 男女 ７ 5 12

バレーボール 女子 6 7 13

ハンドボール 男女 10 13 23

サッカー 男女 7 2 9

ソフトテニス 女子 13 3 16

卓 球
男子 7 7 14

女子 4 2 6

バスケットボール
男子 ３ ７ 10

女子 3 ５ 8

文
化
部

吹奏楽 男女 １６ ７ 23

美 術 男女 9 １５ 24

家 庭 男女 8 5 13

囲碁将棋 男女 13 11 24

合 計 105 87 195

令和７年10月20日現在



《なぜ地域移行が必要か》

◆少子化問題

・平群町の現状：生徒数が10年間で約100名減少する見込み

一部の部活動では単独チームでの大会出場が困難

◆教職員の働き方改革の推進等 部活動体制づくり

・指導者の確保：教職員の長時間労働の解消等、地域に根差し

た継続的な指導体制の構築が急務



１．休日の部活動

《平群町における令和８年４月からの部活動》

「地域クラブ」…学校とは運営主体が異なる地域クラブ
（総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、

文化芸術団体、町教育委員会等）での活動

「指 導 者」…各競技活動の協会所属、少年団やスポーツクラ
ブで活動されている方や中学校の教員（兼職兼
業を許可された教員）で、ご協力いただける方



１．休日の部活動

《平群町における令和８年４月からの部活動》

ア．総合型地域スポーツクラブ「くまがしクラブ」所属

イ.平群町教育委員会が認定した「地域クラブ」に所属



・活動に係る諸経費
（指導者謝金、施設使用料、傷害保険料等）

・月額2,000円～3,000円相当の予定

・それぞれの種目・競技に必要となる経費
（グローブやシューズ等の用具、楽器関連費等）

◆受益者（保護者）負担



◆活動に関する規約
・（令和４年12月スポーツ庁・文化庁）

「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関するガイドライン」

・町教育委員会が所管する「地域クラブ」とは異なるもの
町内外のそれぞれの種目を専門とした各種クラブチーム
それぞれのねらいをベースに健全な心身の育成に取り組んでいる

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

主
な
内
容

生徒の心身の健康管理・事故防止の徹底

体罰・ハラスメントの根絶の徹底

休養日の設定 週当たり２日以上（平日１日、週末１日）

１日の活動時間 長くても平日２時間程度、休業日３時間程度



・現行通り のもと中学校
の部活動として活動

・国は、令和８年度～１３年度の６年間で
する計画

２．平日の部活動



①３つの部活動を平群中学校として新入生募集を停止

３．令和８年４月「平群中学校での入部募集」

②募集停止の理由
・生徒数の減少傾向の中、今後の中学校部活動の適正規模
も見据えての判断
・専門的クラブチームでの活動、より専門的な指導者による
指導を受けることが出来るクラブや教室へ移行することが
「地域移行」の特徴



３．令和８年４月「平群中学校での入部募集」

今後の状況
・現在在籍の２・１年生の活動はこれまで通り行う
・平日の学校部活動・休日の地域クラブとしては最長令和９年
夏の大会まで。在籍する部員が存在しなくなった場合には
活動を終了
・今後携わる機会として、「地域クラブ」とは異なる団体に参加



平
群
中
学
校
の
部
活
動

部活動名 性別

現所属部員数（名）
令和７年10月20日現在

活動状況等

２年 １年 合計 休日 平日

野 球 男女 7 5 12

平群町「地域クラブ」活動

学校部活動として
従来通り活動

バレーボール 女子 6 7 13

ハンドボール 男子 10 13 23

卓 球
男子 7 7 14

女子 4 2 6

吹奏楽 男女 16 7 23

サッカー 男女 8 1 9 R9年夏までは
平群町「地域クラブ」活動

R9年夏からは
平群町「地域クラブ」活動以外
のクラブでの活動が可能

ソフトテニス 女子 13 3 16

バスケットボール
男子 3 7 10

女子 3 5 8

美 術 男女 9 15 24

基本は休日の活動なし家 庭 男女 8 5 13

囲碁将棋 男女 13 11 24



ご清聴ありがとう
ございました

平群町教育委員会


